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グループホーム菜の花 
（契約書別紙・重要事項説明書） 

 

様（利用者）に対する（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供開始

にあたり、事業者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

 

１．事業所の概要                     令和 8 年 6 月 1 日現在 

 

事業所の名称 

 

グループホーム 菜の花 

五泉市指定年月日  指定番号 

令和６年３月１日 

    1591700107 

 

所 在 地 

 

新潟県五泉市東石曽根５６５１番地 

 

電話番号 

 

0250－58－0212 
 

管 理 者 

 

 金子 和也 

 

営業日 

 

年中無休 

 

営業時間 

 

 

日中  ６時～２１時 

 

定 員 

 

９人 

 

実施地域  

 

五 泉 市 

 

 

２．従業者の勤務体制               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．提供する内容 

 （１）日中においてのサービス 

   事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の必要な援助を提供し

ます。 

①  日常生活の援助 

     日常生活能力に応じて、必要な介助を行います。 

  ② 健康チェック 

     血圧測定等の利用者の身体状況の把握 

  ③ 生活リハビリ（機能回復訓練） 

     利用者が日常生活を営むのに必要な機能を維持するために、リハビリの専門職指導を 

受け入れ、生活リハビリ及び利用者の心身の活性化を図るための必要な援助を行います。

また、外出の機会の確保、その他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のため

支援を行います。 

 

 

職 種 

 

員     数 

常 勤 非常勤    計 

 

介護支援専門員 

 

 人 

 

     1 人 

 

   1 人 

 

看 護 師 

 

   人 

 

   1 人 

 

   １人 

 

介 護 職 員 

 

  ５人 

 

  5 人 

 

  10 人 
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   ア、日常生活動作を通じた機能回復訓練 

   イ、レクリェーション 

   ウ、地域活動への参加 

  ④  食事サービス 

   ア、食事援助目標による個別援助 

   イ、食事の準備 

   ウ、食事介助及び見守り支援 

  ⑤  入浴サービス 

     入浴援助目標による個別援助 

  ⑥  排泄サービス 

   ア、排泄援助目標による個別援助 

   イ、利用者の状況に応じて適切な排泄の介助 

  ⑦  口腔機能向上サービス 

     いつまでも美味しく食事が継続できるよう口腔の指導、援助を行います。 

   

（２）居宅サービス計画及び(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画の作成 

   サービス提供を開始する際には、利用者の心身の状況及び、その置かれている環境等を十

分配慮し、個別に居宅介護計画を作成します。 

①  介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供により、利用 

者の多様な活動の推進に努めます。                       

②  利用者の心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、その達成のための具体的な

サービスの内容等を記載した居宅介護計画を作成します。 

  ③  (介護予防)認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には、介護計画を利用者及び家

族等に交付し、援助目標及び内容について利用者や家族に説明を行います。なお、交

付した(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画は、5 年間保存します。 

④  利用者に対し、(介護予防)認知症対応型共同生活介護計画に基づいてサービスを提供す 

  ると,ともに継続的なサービスの管理、評価を行います。 

⑤  (介護予防)認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても、介護計画の実施状況及 

び、利用者の心身の変化等の把握を行い、必要に応じて(介護予防)認知症対応型共同生 

活介護計画の変更を行います。 

 

４．基本理念 

  （１）お客様の人格を尊重し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな日々になるよう努めるとと

もに、一人ひとりのその人らしさを大切にし、生きる力を高めるかかわりを目指します。 

  （２）適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

  （３）利用者が住みなれた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地

域活動への参加を図り、利用者の心身の状況やその置かれている環境を踏まえてサー

ビスを提供します。 

  （４）お客様の立場に立った認知症対応型共同生活介護計画を作成し、計画に沿ったサービ

スを提供します。 

  （５）家族との交流や地域住民との交流を図り、地域に根ざした共同生活介護の良さを最大

限に引き出し、安心した日常生活を営むことができるかかわりを目指します。 

  （６）定期的に運営推進会議を開き、地域住民や保健医療機関との密接な連携を図り、評価

を受けるとともに、必要な要望、助言を頂き、常に改善を図ります。 

 

 

５．管理責任者 

   あなたを担当する責任者は次の者です。 

○ 管理責任者    氏名  金子 和也 （ 介護福祉士 ） 
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６．利用料金 

    

(1) 利用者負担金（ 介護保険サービス費 / 日額 ） 

 

要支援 2 

 

要介護 1 

 

要介護 2 

 

要介護 3 

 

要介護 4 

 

要介護 5 

 

７６１ 

    円 

 

７６５ 

    円 

 

８０１ 

    円 

 

８２４ 

    円 

 

８４１ 

    円 

 

８５９ 

    円 

   

 介護保険に関する 加算 

 

初期加算 

 

 サービスの開始時より３０日間 

※一旦終了後、再度利用開始時も初期加算が 

 つきます。 

 

日額   ３０円 

 

サービス提供 

体制加算 

 

加算 ③    6 単位/日 

 （認知症介護実践研修終了者がいる事） 

 

月額   １８０円 

夜間支援体制 

  加算 

 

夜間及び深夜の時間帯において介護従事者を 

配置し、見守り機器を導入している。 

 

日額   ５０円 

認知症チーム 

ケア推進加算 

 

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症

介護に係る専門的な研修を修了しているものを 1

名以上配置し、認知症・心理症状に対応する事。 

 

月額   １２０円 

 

入院時費用 

 

入院する必要が生じた場合、3 か月以内に退院が

見込まれる場合において、退院後入居の体制を整

えておくこと。 

入院後 6 日間 

 一日 ２４６ 円 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算 

 

(Ⅰ)6 か月に一回を限度   

 

月額    ２０円 

処遇改善加算 

令和 7 年４月～ 

 

上記一割負担額に 21.0 % の加算 

 

(２)  実費加算（介護保険外サービス費） 

居住費  

月額   43,000 円 

生活費 一日 1，380 円 

    （利用した食事） 

朝食 380 円 昼食 600 円 夕食 500 円 おやつ 50 円 

行事食 200 円/月 

光熱水費・暖房費 月額 16,500 円  暖房費 11～3 月 月額 3,000 円 

寝具類リース代金 
 月額    2,500 円     

 入退居の場合は日割り計算   日額 100 円 

その他・（看取りも含む） 
日用雑貨・オムツ代・クリーニング代 

その他、ご家族様の宿泊は別途請求 

 

※ その他、菜の花の中で提供されるサービスのうち、本人に関わる日常生活に必要となるもの

については実費請求いたします。 

※ 施設ないにおける物品や、建築物を破損した場合は別途請求する場合もあります。 
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あなたの初回料金は次のとおりとなります。 

 

            定額料金                円 

 

            初期加算                円 

 

            サービス提供体制加算          円 

 

            夜間支援体制加算            円 

             

                        チームケア推進加算           円 

 

             処遇改善加算             円 

 

 

合 計                 円 

    

 

 （４）支払い方法 

   1 ヶ月ごとにまとめて請求いたしますので、次の方法によりお支払い願います。 

    

① 現金払い 

     サービスを利用された月の翌月の２５日までに、現金にて支払いをお願いします。 

   ② 口座引き落とし 

サービスを利用された月の翌月の２５日に、指定された金融機関の口座から引き落と 

させていただきます。なお、土曜、日曜、祝日にかかった場合、翌営業日に引き落とし

となります。 

 

７．緊急時や事故発生時における対応方法 

   サービス提供中に容態の変化があった場合、事故発生時には運営規定に定められた緊急時

の対処方法に基づき、速やかに主治医へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。主治医と

の連絡、指示が受けられなかった時は、あらかじめ事業所が定めた協力医療機関へ連絡し

受診時の適切な処置を講じます。 

 

 

８．虐待の防止のための措置に関する事項 

 (1) 虐待の防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知を図りま

す。 

  (2) 虐待防止のための指針を整備します。 

 (3) 虐待防止のための従業者に対する研修を定期的に実施します。 

 (4) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するために担当者の選任を行います。 

 

 

９．サービスにあたっての留意事項 

  入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守してください。 

(1) 共同生活住居内に危険物を持ち込んではいけません 

(2) 所持金その他の貴重品については、利用者等による保管を原則としますが、利用者

が管理し難い場合は、家族の管理でお願いします。 

(3) 施設内、設備等については、本来の用法に従って使用してください。これに反した

利用又は破損、形状変更が生じた場合は、賠償して頂くことがあります。 

(4) 入居者は、施設内において政治活動又は宗教活動を行ってはいけません。 

(5) ペットの持ち込みは禁止とします。 
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(6) 入居者は暴力又は乱暴な言動及びセクシャルハラスメントなど著しい迷惑行為を行

ってはいけません。 

 

 

 

 

10．苦情相談窓口 

  ①当事業所が提供するサービスに関する相談、苦情は次の窓口で受け付けます。 

   

窓口設置場所 グループホーム菜の花 玄関 

責任者 管理者 金子 和也 

介護支援専門員 金子 ミヨ子    

連絡先 ０２５－５８－０２１２ 

 

 

  ②当事業所に対する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 連絡先（電話番号） 

五泉市高齢福祉課介護保険係 ０２５０－４３－３９１１ 

五泉地域包括支援センター ０２５０－４１－１７１０ 

村松地域包括支援センター ０２５０－５８－７１８１ 

新潟県国民健康保険団体連合会 ０２５－２８５－３０７２ 

 

 

 

11．利用者及び家族と事業所との連携 

  お客様一人ひとりを大切にお守りする上で、どんなささいなことでも話し合い、連携を密に 

し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな生活ができるよう事業所と家族とのふれあいを大切にし 

ていきたいと思います。 

 

 

      

12. 第三者評価の実施状況 

 

 

第三者による 

評価の実施状況 

 

あり 

実施日  

 

評価機関名称  

 

結果の開示   

 あり     なし 

  なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

令和    年    月    日 

 

 

        （事業者）   住 所   五泉市東石曽根 5648 

                      株式会社 菜の花 

                       グループホーム菜の花 

 

                      代表取締役  金子 智昭     印 

 

 

                         説明者･職              印 

 

 

 

以上、契約書別紙重要事項説明書を証するため、２通を作成し、利用者、事業者が押印の上、

各一通ずつを保有するものとします。 

又、 契約に基づき、ご家族様から情報を頂いたことについて、必要時に応じて情報を提供する

ことに同意するものとします。 

 

 

 

   

 

           利用者様    住 所                    

                      

 

                   名 前                  印 

 

 

           ご家族様    住 所                    

 

 

                   名 前                  印 
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小規模多機能型居宅介護とういし菜の花 
（契約書別紙・重要事項説明書） 

 

様（利用者）に対する小規模多機能型居宅介護の提供開始にあたり、事業

者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

 

 

１．事業所の概要                     令和 8 年 6 月 1 日現在 

 

事業所の名称 

 

小規模多機能型居宅介護 

      とういし菜の花 

県指定年月日  指定番号 

令和６年３月 1 日 

    1591700099 
 

所 在 地 

 

新潟県五泉市東石曽根 5651 番地 

 

電話番号 

 

0250-58-1767 

 

管 理 者 

 

佐々木 美和子 

 

営業日 

 

年中無休 

 

営業時間 

 

①  通い時間（基本時間）7 時から 21 時 

②  宿泊サービス（基本時間）21 時から 7 時 

③ 訪問サービス（基本時間） 24 時間 

 

定 員 

 

２９人 

 

一日の定員数 

 

１８人           宿泊者数  ８人 

 

実施地域  

 

五 泉 市 

 

２．従業者の勤務体制               

   

 

職 種 

 

員     数 

常 勤 非常勤    計 

 

介護支援専門員 

 

  1 人 

 

  

 

  1 人 

 

看 護 師 

 

  1 人 

 

     1 人 

 

  2 人 

 

介 護 職 員 

 

  8 人 

 

  ６人 

 

  14 人 

 

３．提供する内容 

 （１）通いサービス 

   事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の必要な援助を提供し 

ます。 

  ① 日常生活の援助 

     日常生活能力に応じて、必要な介助を行います。 

   ア、移動の介助 

   イ、通院等の介助やその他必要な介護 

  ② 健康チェック 

     血圧測定等の利用者の身体状況の把握 

  ③ 生活リハビリ（機能回復訓練） 
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     利用者が日常生活を営むのに必要な機能を維持するために、リハビリの専門職指導を 

受け入れ生活リハビリ及び利用者の心身の活性化を図るための必要な援助を行います。

また、外出の機会の確保その他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のため支 

援を行います。 

   ア、日常生活動作を通じた機能回復訓練 

   イ、レクリェーション 

   ウ、地域活動への参加 

  ④  食事サービス 

   ア、食事援助目標による個別援助 

   イ、食事の準備 

   ウ、食事介助及び見守り支援 

  ⑤  入浴サービス 

     入浴援助目標による個別援助 

  ⑥  排泄サービス 

   ア、排泄援助目標による個別援助 

   イ、利用者の状況に応じて適切な排泄の介助 

  ⑦  口腔機能向上サービス 

     いつまでも美味しく食事が継続できるよう口腔の指導、援助を行います。 

  ⑧  送迎サービス 

     利用者の希望による、ご自宅と事業者間の送迎サービス 

（２）訪問サービス 

   在宅においては、安否確認を行い必要時には、自宅にお伺いし、食事や排泄等の日常生活 

上の必要なサービスを提供します。 

（３）宿泊サービス 

   菜の花に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の援助や機能回復訓練を提 

供します。 

（４）居宅サービス計画及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成 

   菜の花のサービス提供を開始する際には、利用者の心身の状況及び、その置かれている環 

境等を十分配慮し、個別に居宅介護計画を作成します。 

①  介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供により、利用 

 者の多様な活動の推進に努めます。                       

②  利用者の心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、他の関係介護職員との協議 

   のうえ、援助目標を設定し、その達成のための具体的なサービスの内容等を記載した 

居宅介護計画を作成します。 

③  居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者または、その家族に説明 

し、利用者の同意を得ます。 

  ④  居宅介護計画を作成した際には、居宅介護計画を利用者に交付し、援助目標及び内容 

について利用者や家族に説明を行います。なお、交付した居宅介護計画は、5 年間保

存します。 

⑤  利用者に対し、居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサー 

  ビスの管理、評価を行います。 

⑥  居宅介護計画の作成後においても、常に居宅介護計画の実施状況及び、利用者の心身 

の変化等把握を行い、必要に応じて居宅介護計画の変更を行います。 

 

４．基本理念 

  （１）お客様の人格を尊重し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな日々になるよう努めると共

に、一人ひとりのそのひとらしさを大切にし、生きる力を高めるかかわりを目指します。 

  （２）適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

  （３）利用者が住みなれた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地

域活動への参加を図り、利用者の心身の状況やその置かれている環境を踏まえて、通

い、訪問及び宿泊を柔軟に組み合わせることにより、サービスを提供します。 

  （４）菜の花は、お客様の立場に立った居宅サービス計画を作成し、計画に沿ったサービス
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を提供します。 

  （５）ご家族との交流や地域住民との交流を図り、地域に根ざした小規模多機能の良さを最

大限に引き出し、安心した日常生活が営むことができるかかわりを目指します。 

  （６）定期的に運営推進会議を開き、地域住民や、保健医療機関との密接な連携を図り、評

価を受けると共に、必要な要望、助言を頂き、常に改善を図ります。 

 

５．管理責任者 

   あなたを担当する責任者は次の者です 

○ 管理責任者    氏名  渡部 友香子 （ 介護福祉士 ） 

    

６．利用料金 

   本サービスの利用料金は介護保険法に基づき月額制となります。月途中から登録した場合

または月途中で登録を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割り計算となります。 

 

（１）利用者負担金（介護保険サービス費） 

要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

 

3,450 

   円 

 

6,972 

    円 

 

10,458 

    円 

 

15,370 

    円 

 

22,359 

    円 

 

 

24,677 

    円 

 

 

27,209 

    円 

 

   

 （２）加算 

 

初期加算 

 

 サービスの開始時より３０日間 

※一旦終了後、再度利用開始時も初期加算が 

 つきます。 

 

日額   ３０円 

 

認知症加算 日常生活の介護負担により加算がつ

きます。 

認知症加算 

(Ⅱ) 1 か月につき 890 円 

(Ⅳ) 1 か月につき 460 円 

看護師配置加算 常勤専従の看護師を 1 名以上配置す

る加算。 

看護師配置加算 

(Ⅰ)  1 か月につき 900 円 

(Ⅱ)  1 か月につき 700 円 

 

 

 

サービス提供 

体制加算 

 

介護福祉士が７０%以上配置 

 

(Ⅰ) 

 

７５０円 

 

 介護福祉士が５０%以上配置 

 

(Ⅱ) 

 

６４０円 

 常勤職員が４０%以上配置 

 常勤職員６０％以上 

 

(Ⅲ) 

 

３５０円 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算 

6 か月ごとに利用者の口腔の健康状

態を及び、栄養状態について確認を行

い、ご利用者を担当する介護支援専門

員に提供する事。 

 

6 か月に一回 

 

 

20 単位 

 

訪問体制強化加算 

 

 

訪問担当者２名配置  

月 200 回以上 

 

月額 

 

１,０００ 円 

 

総合ケアマネージメン

ト体制強化加算 

家族、看護、介護、その他 

関係者との共同でケアマネージ 

メント作成強化体制を図る。 

 

月額 

 

１,２００ 円 

処遇改善加算 

 令和 7 年 4 月～ 

 

上記一割負担に 18.6 % 加算 
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（３）実費加算（介護保険外サービス費） 

 

宿泊費 

    （ 一 日   ） 

 

１，８００円 

食事代 

    （利用した食事） 

 

朝食 ４００円  昼食 ７５０円  夕食 ６５０円 

 

 

その他 

 

 

おむつ代 

 

 実 費 

 

洗濯代 

 

 一回 ２００円 

市街受診 

 ガソリン代 

 

 一回 ５００円～１０００円 

 

  そのほか、菜の花の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用で、その利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を請求しま

す。（受診時における本人負担額、本人に使用する買い物、散髪等など） 

 

貴方の初回の利用料金は次のとおりとなります。 

 

         定額料金                 

 

         初期加算                 

 

           認知症加算                

 

           看護師加算                

 

           体制加算                 

 

           訪問加算         １０００円   

           総合ケアマネージメント体制強化加算 

                        １２００円   

 

           処遇改善加算           円   

 

            

 

           合 計                  

 （４）支払い方法 

   一ヶ月ごとにまとめて請求いたしますので、次の方法によりお支払い願います。 

    

① 現金払い 

     サービスを利用された月の翌月の２５日までに、現金にて支払いをお願いします。 

   ② 口座引き落とし 

サービスを利用された月の翌月の２５日に、指定された金融機関の口座から引き落と 

させていただきます。なお、土曜、日曜、祭日にかかった場合、翌営業日に引き落とし

となります。 

 

７．緊急時や事故発生時における対応方法 

   サービス提供中に容態の変化があった場合は、運営規定に定められた緊急時の対処方法に 

基づき、速やかに主治医へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。主治医との連絡、指示が 

受けられなかった時は、あらかじめ事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診時 

の適切な処置を講じます。 
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８・虐待防止 

(1) 虐待の防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知を図りま

す。 

(2) 虐待防止のための指針の整備をします。 

(3) 虐待防止のための従業者に対する研修を定期的に実施します。 

(4) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するために担当者の選任を行います。 

 

 

９・サービス利用にあたっての留意事項 

(1) サービスの利用中に気分が悪くなった時には、すぐに職員に申し出ください。 

(2) 複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方にご迷惑にならないよう

にお願いします。 

(3) 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなった時は、できる限り早めに事業

所に連絡ください。 

(4) 利用者は暴力又は乱暴な言動及びセクシャルハラスメントなど著しい迷惑行為を行っては

いけません。 

 

10．苦情相談窓口 

  ①当事業所が提供するサービスに関する相談、苦情は次の窓口で受け付けます。 

   

窓口設置場所 小規模多機能型居宅介護 とういし菜の花 

 

責任者（管理者） 佐々木 美和子 

 

介護支援専門員 佐々木 美和子 

 

連絡先 0250-58-1767   0250-58-0212 

 
 

  ②当事業所に対する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 連絡先（電話番号） 

五泉市高齢福祉課介護保険係 ０２５０－４３－３９１１ 

五泉地域包括支援センター ０２５０－４１－１７１０ 

村松地域包括支援センター ０２５０－５８－７１８１ 

新潟県国民健康保険団体連合会 ０２５－２８５－３０７２ 

 

 

11．利用者、家族と事業所との連携 

  お客様一人ひとりを大切にお守りする上で、どんなささいなことでも話し合い、連携を密に 

し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな生活ができるよう事業所と家族とのふれあいを大切にし 

ていきたいと思います。 

 

12. 第三者評価の実施状況 

 

 

 

 第三者による 

評価の実施状況 

 

あり 

実施日  

令和  年  月  日 

評価機関名称  

五泉市 

結果の開示  

   あり      なし 

 なし  
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       年    月    日 

  

サービスにあたり、上記のとおり説明をしました。 

 

        （事業者）   所在地   五泉市東石曽根 5648 

                      株式会社 菜の花 

              小規模多機能型居宅介護 とういし菜の花 

 

                      代表取締役  金子 智昭     印 

 

 

                説明者･職                   印 

 

 

 

以上、契約書別紙重要事項説明書を証するため、２通を作成し、利用者、事業者が押印の上、

各一通ずつを保有するものとします。 

 又、契約に基づき、ご家族様から情報を頂いたことについて、必要時に応じて情報を提供する

ことについても同意をするものとします。 

 

 

 

 

 

 

           利用者様    ご住所                    

                      

 

                   お名前                  印 

 

 

           ご家族様    ご住所                    

 

 

                   お名前                  印 
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小規模多機能輝亀菜の花 
（契約書別紙・重要事項説明書） 

 

様（利用者）に対する小規模多機能型居宅介護の提供開始にあたり、事業

者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

 

 

１．事業所の概要                     令和８年 6 月 1 日現在 

 

事業所の名称 

 

小規模多機能輝亀菜の花 

五泉市指定年月日 指定番号 

令和５年６月 1 日 

    1591700180 
 

所 在 地 

 

新潟県五泉市東石曽根 5651 番地 

 

電話番号 

 

0250-58-1767 

 

管 理 者 

 

渡部友香子 

 

営業日 

 

年中無休 

 

営業時間 

 

①  通い時間（基本時間）7 時 00 分から 19 時 30 分 

②  宿泊サービス（基本時間） 19 時 30 分から７時 00 分 

③ 訪問サービス（基本時間） ２４時間 

 

定 員 

 

２９人 

 

一日の定員数 

 

１９人           宿泊者数  ９人 

 

実施地域  

 

五 泉 市 

 

２．従業者の勤務体制               

 

 

職 種 

 

員     数 

常 勤 非常勤    計 

 

介護支援専門員 

 

1 人 

 

   1 人 

 

  1 人 

 

看 護 師 

 

  １人 

 

    ２人 

 

  ３人 

 

介 護 職 員 

 

  ７人 

 

  ４人 

 

  １３人 

 

３．提供する内容 

 （１）通いサービス 

   事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の必要な援助を提供し 

ます。 

  ① 日常生活の援助 

     日常生活能力に応じて、必要な介助を行います。 

   ア、移動の介助 

   イ、通院等の介助やその他必要な介護 

  ② 健康チェック 

     血圧測定等の利用者の身体状況の把握 

  ③ 生活リハビリ（機能回復訓練） 
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     利用者が日常生活を営むのに必要な機能を維持するために、リハビリの専門職指導を 

受け入れ生活リハビリ及び利用者の心身の活性化を図るための必要な援助を行います。

また、外出の機会の確保その他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のため支 

援を行います。 

   ア、日常生活動作を通じた機能回復訓練 

   イ、レクリェーション 

   ウ、地域活動への参加 

  ④  食事サービス 

   ア、食事援助目標による個別援助 

   イ、食事の準備 

   ウ、食事介助及び見守り支援 

  ⑤  入浴サービス 

     入浴援助目標による個別援助 

  ⑥  排泄サービス 

   ア、排泄援助目標による個別援助 

   イ、利用者の状況に応じて適切な排泄の介助 

  ⑦  口腔機能向上サービス 

     いつまでも美味しく食事が継続できるよう口腔の指導、援助を行います。 

  ⑧  送迎サービス 

     利用者の希望による、ご自宅と事業者間の送迎サービス 

（２）訪問サービス 

   在宅においては、安否確認を行い必要時には、自宅にお伺いし、食事や排泄等の日常生活 

上の必要なサービスを提供します。 

（３）宿泊サービス 

   菜の花に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の援助や機能回復訓練を提 

供します。 

（４）居宅サービス計画及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成 

   菜の花のサービス提供を開始する際には、利用者の心身の状況及び、その置かれている環 

境等を十分配慮し、個別に居宅介護計画を作成します。 

①  介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供により、利用 

 者の多様な活動の推進に努めます。                       

②  利用者の心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、他の関係介護職員との協議 

   のうえ、援助目標を設定し、その達成のための具体的なサービスの内容等を記載した 

居宅介護計画を作成します。 

③  居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者または、その家族に説明 

し、利用者の同意を得ます。 

  ④  居宅介護計画を作成した際には、居宅介護計画を利用者に交付し、援助目標及び内容 

について利用者や家族に説明を行います。なお、交付した居宅介護計画は、5 年間保

存します。 

⑤  利用者に対し、居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサー 

  ビスの管理、評価を行います。 

⑥  居宅介護計画の作成後においても、常に居宅介護計画の実施状況及び、利用者の心身 

の変化等把握を行い、必要に応じて居宅介護計画の変更を行います。 

 

４．基本理念 

  （１）お客様の人格を尊重し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな日々になるよう努めると共

に、一人ひとりのそのひとらしさを大切にし、生きる力を高めるかかわりを目指します。 

  （２）適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

  （３）利用者が住みなれた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地

域活動への参加を図り、利用者の心身の状況やその置かれている環境を踏まえて、通

い、訪問及び宿泊を柔軟に組み合わせることにより、サービスを提供します。 

  （４）菜の花は、お客様の立場に立った居宅サービス計画を作成し、計画に沿ったサービス
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を提供します。 

  （５）ご家族との交流や地域住民との交流を図り、地域に根ざした小規模多機能の良さを最

大限に引き出し、安心した日常生活が営むことができるかかわりを目指します。 

  （６）定期的に運営推進会議を開き、地域住民や、保健医療機関との密接な連携を図り、評

価を受けると共に、必要な要望、助言を頂き、常に改善を図ります。 

 

５．管理責任者 

   あなたを担当する責任者は次の者です 

○ 管理責任者    氏名  渡部 友香子 （ 介護福祉士 ） 

    

６．利用料金 

   本サービスの利用料金は介護保険法に基づき月額制となります。月途中から登録した場合

または月途中で登録を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割り計算となります。 

 

 １）利用者負担金（介護保険サービス費） 

要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

 

3450 

   円 

 

6972 

    円 

 

 10458 

    円 

 

 15370 

    円 

 

 22359 

    円 

 

 

 24677 

    円 

 

 

 27209 

    円 

 

   

（２）加算 

 

初期加算 

 

 サービスの開始時より３０日間 

※一旦終了後、再度利用開始時も初期加算が 

 つきます。 

 

日額   30 円 

 

認知症加算 日常生活の介護負担により加算がつ

きます。 

認知症加算 

(Ⅰ) 1 か月につき 890 円 

(Ⅱ) 1 か月につき 760 円 

(Ⅲ)  1 か月につき 460 円 

看護師配置加算 常勤専従の看護師を 1 名以上配置す

る加算。 

看護師配置加算 

(Ⅰ)  1 か月につき 900 円 

(Ⅱ)  1 か月につき 700 円 

(Ⅲ)   1 か月につき 480 円 

 

 

サービス提供 

体制加算 

 

介護福祉士が７０%配置 

 

 (Ⅰ) 

 

750 円 

 

 介護福祉士が５０%配置 

 

(Ⅱ) 

 

640 円 

 

 常勤職員が６０%配置 

 

(Ⅲ) 

 

350 円 

 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算 

6 が月ごとに利用者の口腔の健康状

態及び、栄養状態について確認を行

い、ご利用者を担当する介護支援専門

員に情報を提供する事。 

 

  6 か月に 

一回 

  

  20 単位 

 

訪問体制強化加算 

訪問担当者２名配置  

月 200 回以上 

 

月額 

 

１０００ 円 

総合ケアマネージメン

ト体制強化加算 

家族、看護、介護、その他 

関係者との共同でケアマネージ 

メント作成強化体制を図る。 

 

月額 

 

１２００ 円 

 

処遇改善加算 

 

 

上記一割負担に 15.6% 加算 
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（３）実費加算（介護保険外サービス費） 

宿泊費 

    （ 一 日   ） 

 

1800 円    ワイドルーム 一日 2300 円 

   家族により宿泊 別途請求 

食事代 

    （利用した食事） 

 

朝食 ４００ 円 昼食 ７５０円  夕食 ６５０円 

 

 

その他 

 

 

おむつ代 

 

 実 費 

 

洗濯代 

 

 一回 ２００円 

市街受診 

 ガソリン代 

 

 一回 ５００円～１０００円 

 

  そのほか、菜の花の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用で、その利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を請求しま

す。（受診時における本人負担額、本人に使用する買い物、散髪等など） 

 

貴方の初回の利用料金は次のとおりとなります。 

 

         定額料金                 

 

         初期加算                 

 

           認知症加算                

 

           看護師加算                

 

           体制加算                 

 

           訪問加算         １０００円   

           総合ケアマネージメント体制強化加算 

                        １２００円   

 

           処遇改善加算           円   

 

                       

           合 計                  

 （４）支払い方法 

   一ヶ月ごとにまとめて請求いたしますので、次の方法によりお支払い願います。 

    

① 現金払い 

     サービスを利用された月の翌月の２５日までに、現金にて支払いをお願いします。 

   ② 口座引き落とし 

サービスを利用された月の翌月の２５日に、指定された金融機関の口座から引き落と 

させていただきます。なお、土曜、日曜、祭日にかかった場合、翌営業日に引き落とし

となります。 

 

７．緊急時や事故発生時における対応方法 

   サービス提供中に容態の変化があった場合は、運営規定に定められた緊急時の対処方法に 

基づき、速やかに主治医へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。主治医との連絡、指示が 

受けられなかった時は、あらかじめ事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診時 

の適切な処置を講じます。 
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８．虐待防止 

 (1) 虐待の防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知を図りま

す。 

  (2) 虐待防止のための指針を整備します。 

 (3) 虐待防止のための従業者に対する研修を定期的に実施します。 

 (4) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するために担当者の選任を行います。 

 

９．サービス利用にあたっての留意事項 

 (1) サービスの利用中に気分が悪くなった時には、すぐに職員に申し出てください。 

 (2) 複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方に迷惑にならないように

お願いします。 

  (3) 体調や容体の急変などによりサービス利用ができなくなった時には、できる限り早めに事

業所に連絡ください。 

 (4) 利用者は暴力又は乱暴な言動及びセクシャルハラスメントなど著しい迷惑行為を行っては

いけません。 

 

10．苦情相談窓口 

  ①当事業所が提供するサービスに関する相談、苦情は次の窓口で受け付けます。 

   

窓口設置場所 小規模多機能輝亀菜の花 

責任者（管理者） 渡部友香子 

介護支援専門員 西川 真紀    金子 ミヨ子   

連絡先 0250-58-0168   0250-58-0212 
 

  ②当事業所に対する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 連絡先（電話番号） 

五泉市高齢福祉課介護保険係 ０２５０－４３－３９１１ 

五泉地域包括支援センター ０２５０－４１－１７１０ 

村松地域包括支援センター ０２５０－５８－７１８１ 

新潟県国民健康保険団体連合会 ０２５－２８５－３０７２ 

 

11．利用者、家族と事業所との連携 

  お客様一人ひとりを大切にお守りする上で、どんなささいなことでも話し合い、連携を密に 

し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな生活ができるよう事業所と家族とのふれあいを大切にし 

ていきたいと思います。 

 

12. 第三者評価の実施状況 

 

  

第三者による 

評価の実施状況 

 

あり 

実施日  

令和  年  月   日 

評価機関名称  

五泉市 

結果の開示  

   あり      なし 

 なし 
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       年    月    日 

  

サービスにあたり、上記のとおり説明をしました。 

 

        （事業者）   所在地   五泉市東石曽根 5648 

                      株式会社 菜の花 

              小規模多機能輝亀菜の花 

 

                      代表取締役  金子 智昭     印 

 

                説明者･職                   印 

 

 

 

以上、契約書別紙重要事項説明書を証するため、２通を作成し、利用者、事業者が押印の上、

各一通ずつを保有するものとします。 

又、契約に基づき、ご家族様から情報を頂いたことについて、必要に応じて情報を提供するこ

とについても同意するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

           利用者様    ご住所                    

                      

 

                   お名前                  印 

 

 

           ご家族様    ご住所                    

 

 

                   お名前                  印 
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小規模多機能型居宅介護菜の花 
（契約書別紙・重要事項説明書） 

 

様（利用者）に対する小規模多機能型居宅介護の提供開始にあたり、事業

者が説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

 

 

１．事業所の概要                     令和７年４月 1日現在 

 

事業所の名称 

 

小規模多機能型居宅介護 

         菜の花 

五泉市指定年月日  指定番号 

令和３年３月 1日 

    1591700057 
 

所 在 地 

 

新潟県五泉市猿和田 534番 1 

 

電話番号 

 

0250-47-3147 

 

管 理 者 

 

熊倉 美奈子 

 

営業日 

 

年中無休 

 

営業時間 

 

①  通い時間（基本時間）7時から 21時 

②  宿泊サービス（基本時間）21時から 7時 

③ 訪問サービス（基本時間） 24時間 

 

定 員 

 

２５人 

 

一日の定員数 

 

１５人           宿泊者数  ８人 

 

実施地域  

 

五 泉 市 

 

 

２．従業者の勤務体制               

 

職 種 

 

員     数 

常 勤 非常勤    計 

 

介護支援専門員 

 

1人 

 

    0人 

 

  1人 

 

看 護 師 

 

  １人 

 

    １人 

 

  ２人 

 

介 護 職 員 

 

  ８人 

 

  ６人 

 

  １４人 

 

３．提供する内容 

 （１）通いサービス 

   事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排泄等の日常生活上の必要な援助を提供し 

ます。 

  ① 日常生活の援助 

     日常生活能力に応じて、必要な介助を行います。 

   ア、移動の介助 

   イ、通院等の介助やその他必要な介護 

  ② 健康チェック 

     血圧測定等の利用者の身体状況の把握 

  ③ 生活リハビリ（機能回復訓練） 
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     利用者が日常生活を営むのに必要な機能を維持するために、リハビリの専門職指導を 

受け入れ生活リハビリ及び利用者の心身の活性化を図るための必要な援助を行います。

また、外出の機会の確保その他利用者の意向を踏まえた地域社会生活の継続のため支 

援を行います。 

   ア、日常生活動作を通じた機能回復訓練 

   イ、レクリェーション 

   ウ、地域活動への参加 

  ④  食事サービス 

   ア、食事援助目標による個別援助 

   イ、食事の準備 

   ウ、食事介助及び見守り支援 

  ⑤  入浴サービス 

     入浴援助目標による個別援助 

  ⑥  排泄サービス 

   ア、排泄援助目標による個別援助 

   イ、利用者の状況に応じて適切な排泄の介助 

  ⑦  口腔機能向上サービス 

     いつまでも美味しく食事が継続できるよう口腔の指導、援助を行います。 

  ⑧  送迎サービス 

     利用者の希望による、ご自宅と事業者間の送迎サービス 

（２）訪問サービス 

   在宅においては、安否確認を行い必要時には、自宅にお伺いし、食事や排泄等の日常生活 

上の必要なサービスを提供します。 

（３）宿泊サービス 

   菜の花に宿泊していただき、食事、入浴、排泄等の日常生活上の援助や機能回復訓練を提 

供します。 

（４）居宅サービス計画及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護計画の作成 

   菜の花のサービス提供を開始する際には、利用者の心身の状況及び、その置かれている環 

境等を十分配慮し、個別に居宅介護計画を作成します。 

①  介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供により、利用 

 者の多様な活動の推進に努めます。                       

②  利用者の心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、他の関係介護職員との協議 

   のうえ、援助目標を設定し、その達成のための具体的なサービスの内容等を記載した 

居宅介護計画を作成します。 

③  居宅介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者または、その家族に説明 

し、利用者の同意を得ます。 

  ④  居宅介護計画を作成した際には、居宅介護計画を利用者に交付し、援助目標及び内容 

について利用者や家族に説明を行います。なお、交付した居宅介護計画は、5 年間保

存します。 

⑤  利用者に対し、居宅介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサー 

  ビスの管理、評価を行います。 

⑥  居宅介護計画の作成後においても、常に居宅介護計画の実施状況及び、利用者の心身 

の変化等把握を行い、必要に応じて居宅介護計画の変更を行います。 

 

４．基本理念 

  （１）お客様の人格を尊重し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな日々になるよう努めると共

に、一人ひとりのそのひとらしさを大切にし、生きる力を高めるかかわりを目指します。 

  （２）適切な介護技術をもってサービスを提供します。 

  （３）利用者が住みなれた地域で生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地

域活動への参加を図り、利用者の心身の状況やその置かれている環境を踏まえて、通

い、訪問及び宿泊を柔軟に組み合わせることにより、サービスを提供します。 

  （４）菜の花は、お客様の立場に立った居宅サービス計画を作成し、計画に沿ったサービス
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を提供します。 

  （５）ご家族との交流や地域住民との交流を図り、地域に根ざした小規模多機能の良さを最

大限に引き出し、安心した日常生活が営むことができるかかわりを目指します。 

  （６）定期的に運営推進会議を開き、地域住民や、保健医療機関との密接な連携を図り、評

価を受けると共に、必要な要望、助言を頂き、常に改善を図ります。 

 

５．管理責任者 

   あなたを担当する責任者は次の者です 

○ 管理責任者    氏名  熊倉 美奈子 （介護支援専門員・介護福祉士 ） 

    

６．利用料金 

   本サービスの利用料金は介護保険法に基づき月額制となります。月途中から登録した場合

または月途中で登録を終了した場合、利用者は登録した期間に応じて日割り計算となります。 

 

（１）利用者負担金（介護保険サービス費） 

要支援 

１ 

要支援 

２ 

要介護 

１ 

要介護 

２ 

要介護 

３ 

要介護 

４ 

要介護 

５ 

 

３,４５０ 

   円 

 

６９７２ 

    円 

 

１０４５８ 

    円 

 

１５３７０ 

    円 

 

２２３５９ 

    円 

 

 

２４６７７ 

    円 

 

 

２７２０９ 

    円 

 

 

（２）加算 

 

初期加算 

 

 サービスの開始時より３０日間 

※一旦終了後、再度利用開始時も初期加算が 

 つきます。 

 

日額   ３０円 

 

認知症加算 日常生活の介護負担により加算がつ

きます。 

認知症加算 

(Ⅲ) 1か月につき 760円 

(Ⅳ) 1か月につき 460円 

看護師配置加算 常勤専従の看護師を 1 名以上配置す

る加算。 

看護師配置加算 

(Ⅰ)  1か月につき 900円 

(Ⅱ)  1か月につき 700円 

 

 

 

サービス提供 

体制加算 

 

介護福祉士が７０%配置 

 

(Ⅰ) 

 

７５０円 

 

 介護福祉士が５０%配置 

 

(Ⅱ) 

 

６４０円 

 

 介護福祉士が４０%配置 

 

(Ⅲ) 

 

３５０円 

 

口腔・栄養スクリ

ーニング加算 

6 か月ごとに利用者の口腔の健康状

態及び、栄養状態について確認を行

い、ご利用者を担当する介護支援専門

員に情報を提供する事。 

 

 6か月に 

  一回 

  

  ２０単位 

 

 

訪問体制強化加算 

 

 

訪問担当者２名配置  

月 200回以上 

 

月額 

 

１,０００ 円 

 

総合ケアマネージメン

ト体制強化加算 

家族、看護、介護、その他 

関係者との共同でケアマネージ 

メント作成強化体制を図る。 

 

月額 

 

１,２００ 円 

 

処遇改善加算 

令和 7年 4月～ 

 

上記一割負担に 18.6 % 加算 
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（３）実費加算（介護保険外サービス費） 

宿泊費 

    （ 一 日   ） 

 

１，８００円 

食事代 

    （利用した食事） 

 

朝食 ４００円  昼食 ７５０円  夕食 ６５０円 

 

 

その他 

 

 

おむつ代 

 

実 費 

 

洗濯代 

 

一回  ２００円 

市街受診 

  ガソリン代 

 

 一回  ５００円 

 

  そのほか、菜の花の中で提供されるサービスのうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用で、その利用者が負担することが適当と認められる費用につき、実費を請求しま

す。（受診時における本人負担額、本人に使用する買い物、散髪等など） 

 

貴方の初回の利用料金は次のとおりとなります。 

 

         定額料金                 

 

         初期加算                 

 

           認知症加算                

 

           看護師加算                

 

           体制加算                 

 

           訪問加算         １０００ 円   

           総合ケアマネージメント体制強化加算 

                        １２００ 円   

 

           処遇改善加算           円   

 

            

           合 計                  

 

 （４）支払い方法 

   一ヶ月ごとにまとめて請求いたしますので、次の方法によりお支払い願います。 

    

① 現金払い 

     サービスを利用された月の翌月の２５日までに、現金にて支払いをお願いします。 

   ② 口座引き落とし 

サービスを利用された月の翌月の２５日に、指定された金融機関の口座から引き落と 

させていただきます。なお、土曜、日曜、祭日にかかった場合、翌営業日に引き落とし

となります。 

 

７．緊急時や事故発生時における対応方法 

   サービス提供中に容態の変化があった場合は、運営規定に定められた緊急時の対処方法に 

基づき、速やかに主治医へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。主治医との連絡、指示が 

受けられなかった時は、あらかじめ事業所が定めた協力医療機関へ連絡するとともに受診時 

の適切な処置を講じます。 
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８．虐待防止 

 (1) 虐待の防止の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知を図りま

す。 

 (2) 虐待防止のための指針を整備します。 

 (3) 虐待防止のための従業者に対する研修を定期的に実施します。 

 (4) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するために担当者の選任を行います。 

 

 

９．サービス利用にあたっての留意事項 

 (1) サービスの利用中に気分が悪くなった時には、すぐに職員に申し出てください。 

 (2) 複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方にご迷惑にならないよう

にお願いします。 

 (3) 体調や容体の急変などによりサービス利用ができなくなった時は、できる限り早めに事業

所に連絡ください。 

  (4) 利用者は暴力又は乱暴な言動及びセクシャルハラスメントなど著しい迷惑行為を行っては 

いけません。 

 

 

10．苦情相談窓口 

  ①当事業所が提供するサービスに関する相談、苦情は次の窓口で受け付けます。 

 

   

窓口設置場所 小規模多機能型居宅介護 菜の花 

 

責任者 （管理者） 熊倉 美奈子 

 

介護支援専門員 熊倉 美奈子   

 

連絡先 0250-47-3147 

 
 

  ②当事業所に対する苦情は、次の機関にも申し立てることができます。 

苦情受付機関 連絡先（電話番号） 

五泉市高齢福祉課介護保険係 ０２５０－４３－３９１１ 

五泉地域包括支援センター ０２５０－４１－１７１０ 

村松地域包括支援センター ０２５０－５８－７１８１ 

新潟県国民健康保険団体連合会 ０２５－２８５－３０７２ 

 

 

11．利用者、家族と事業所との連携 

  お客様一人ひとりを大切にお守りする上で、どんなささいなことでも話し合い、連携を密に 

し、晩年の日々が尊厳に満ちた豊かな生活ができるよう事業所と家族とのふれあいを大切にし 

ていきたいと思います。 

 

12. 第三者評価の実施状況 

 

 

 第三者による 

評価の実施状況 

 

 あり 

実施日  

 令和  年   月   日 

評価機関名称  

五泉市 

結果の開示   

  あり     なし 

 なし 
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令和    年    月    日 

  

           サービスにあたり、上記のとおり説明いたしました。 

 

 

        （事業者）   所在地   五泉市東石曽根 5648 

                      株式会社 菜の花 

              小規模多機能型居宅介護 菜の花 

 

                      代表取締役  金子 智昭     印 

 

 

説明者・職                  印 

 

 

以上、契約書別紙重要事項説明書を証するため、２通を作成し、利用者、事業者が押印の上、

各一通ずつを保有するものとします。 

 又、契約に基づき、ご家族様から情報を頂いたことについて、必要に応じて情報を提供するこ

とについても同意するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

           利用者様    ご住所                    

                      

 

                   お名前                   印 

 

 

           ご家族様    ご住所                    

 

 

                   お名前                   印 

 

 


